
  

 

  

 

 

 

 

 

 

視点 

現在、メガバンク等では不良債権処理が一段落して、「攻めの経営」に転じている。信用金

庫業界においても、中小企業の経営改善支援で培った人材やノウハウを活かして、前向きな資

金需要創出につながる中小企業の「経営革新」支援へ取り組む時期に来ている。 

本稿では、既存事業を対象に再生プランを描く経営改善支援の限界を踏まえ、一歩進めた次

のステージといえる中小企業の経営革新支援の必要性を唱える。また、ケーススタディを通じ

て、経営革新支援の実務上の手順やポイントについて分かり易く解説する。さらに、中小企業

の経営革新支援策として活用可能な「新連携支援制度」の解説と認定企業の事例も紹介する。 

信用金庫業界の中小企業支援担当者のほか、建設業界の関係者にも広く一読願いたい。 

 

要旨 

 経営革新支援とは、取引先中小企業（正常先・要注意先以上）における新製品開発や新市
場開拓といった「イノベーション」への取り組みを支援するものである。 

 中小企業経営者は、自社の「事業領域（ドメイン）」を狭く捉えがちなため、顧客に提供
する「機能（市場ニーズ）」から再定義してもらう。すると、事業内容に広がりが出るの

で、経営革新のテーマ案が次々と浮かんでくるようになる。 

 経営革新の方向性の検討は、「新市場開拓（既存の技術・製品－新規の市場・顧客）」の
分野から始めるとよい。具体的な経営革新テーマの検討では、ＳＷＯＴ分析を行なうが、

特に、市場・競合の外部環境分析、マーケティング面での調査・分析がポイントとなる。 

 経営革新計画の策定にあたっては、部門長など現場の参画を促し、新規事業の実現可能性
の観点からも検討する。 

 ケーススタディには、土木建設業「Ⅹ建設㈱」を取り上げる。Ⅹ建設㈱の既存事業（下水
道管補修の公共工事）は、高コスト構造であり、売上げアップも望めず、慢性的な低粗利

率にあった。今回の経営革新支援を通じて、Ⅹ建設㈱は、民間の建築工事分野（マンショ

ン給排水管リニューアル工事）への新市場開拓を狙い、粗利率の大幅アップを目指した。 

 キ－ワード 

  経営革新支援、経営革新委員会、経営革新計画、イノベーション、新連携、建設業 

産業企業情報 

１８－７ 

SHINKIN 

CENTRAL 

BANK 

（２００６．８．３０） 

〒104-0031  東京都中央区京橋 3-8-1 
 TEL.03-3563-7541  FAX.03-3563-7551 
 URL  http://www.scbri.jp 

S C B 

中小企業“経営革新”支援のすすめ 

－土木建設業のケーススタディを中心に－ 

総合研究所



©信金中央金庫 総合研究所 

 

産業企業情報 １８－７    ２００６．８．３０     

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．信用金庫における中小企業“経営革新”支援の必要性・ポイント 

（１）経営改善支援から経営革新支援へ 

信用金庫業界では、2003 年度以降の「リレーションシップバンキングの機能強化に関

するアクションプログラム」への対応等によって、不良債権処理を目的とした取引先中

小企業の「経営改善」支援を進めていき、成果も着実に上げてきている。 

既に、メガバンク等では不良債権処理が一段落して、「攻めの経営」に転じており、

中小企業分野における競争環境も激化している。今や、信用金庫業界においても、中小

企業の経営改善支援で培った人材やノウハウを活かして、前向きな資金需要創出につな

がる中小企業の「経営革新」支援へと取り組む時期に来ている。 

 

本来、リレーションシップバ

ンキングを標榜するならば、

取引先中小企業のライフサイ

クル（スタートアップ期⇒成

長期⇒成熟期）に応じたトー

タルの経営相談・経営支援機

能が求められる（図表１）。 

ただ、ここ数年間、地域金融

機関では、不良債権処理が最

優先課題であったため、要注

意先以下の取引先中小企業を

主な支援対象と位置づけ、専

目次 

１. 信用金庫における中小企業“経営革新”支援の必要性・ポイント 

（１）経営改善支援から経営革新支援へ 

（２）中小企業経営革新支援の進め方 

（３）新連携支援制度の活用 

２．ケーススタディ：土木建設業「Ⅹ建設」の経営革新支援 

（１）Ⅹ建設の概要－経営改善計画のサマリー 

（２）事業領域（ドメイン）の再定義と経営革新テーマの列挙 

 （３）民間工事のマーケットリサーチ 

 （４）経営革新計画の策定（マンション給排水管リニューアル工事への挑戦） 

３．新連携支援制度の認定企業の事例 

（１）㈱サイエンテックスをコア企業とする新連携 

（２）㈱スペースクリエイションをコア企業とする新連携 

（図表１）       ライフサイクルに応じた中小企業支援 
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担部署や専担者を中心に経営改善計画の策定支援等を早期かつ重点的に手がけてきた。 

通常、経営改善支援の内容は、資産－負債圧縮によるバランスシート改善策や、コス

ト削減を中心としたキャッシュフロー改善策である。こうした経営改善支援を通じて、

取引先中小企業においては財務状況が改善し、信用金庫にとっても債務者区分のランク

アップにより引当金削減効果をもたらした。 

 

本稿では、信用金庫にこの「経営改善」支援を一歩進め、次のステージといえる、「経

営革新」支援への取り組みを勧奨したい。 

経営革新支援の対象は、要注意先以上の取引先中小企業である。具体的には、経営改

善支援を通じて債務者区分がランクアップした企業、世代交代した後継者が経営刷新に

向けて再出発をきった企業（いわゆる「第二創業」）、株式公開を目指す急成長企業（い

わゆる「ベンチャービジネス」）、などが対象となる。 

経営革新支援の内容は、こうした取引先中小企業における新製品開発や新市場開拓と

いった「イノベーション」への取り組みを支援するものである。どのような企業におい

ても、成長プロセスのライフサイクルにおいて、転機（ターニングポイント）を迎える

時がある。この転機を乗り切って、後の持続的な成長へつなげていくためには、イノベ

ーションが欠かせない。 

実務的にいえば、信用金庫における経営革新支援とは、取引先中小企業に対する「経

営革新計画」の策定支援と考えてよい。経営革新計画には、新製品開発等を通じた売上

げアップ策や、そのための設備投資計画・資金計画等を盛り込むこととなる。経営革新

支援を通じて、取引先中小企業においては持続的な成長を確かなものとし、信用金庫に

とっても競合他業態との差別化を図り、前向きな資金需要を獲得することにつながる。 

 

（２）中小企業経営革新支援の進め方 

イ．経営革新委員会による実施体制 

では、中小企業の経営革新支援は、

どのような実施体制や作業手順をとれ

ばよいのだろうか。 

まず、実施体制としては、（図表２）

のような「経営革新委員会」を組成し、

ここが支援活動の中心的役割を担う。

経営革新委員会のメンバーは、信用金

庫の本部専門部署（経営改善支援担当

が兼務）と営業店（支店長および渉外・

融資担当者）、支援対象先となる取引

先中小企業（社長および役員・部門長）、

取引先中小企業
（社長、部門長）

取引先中小企業
（社長、部門長）

信用金庫
本部（経営支援担当）
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本部（経営支援担当）
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信用金庫
営業店
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（信金中金総研等）

外部専門家
（信金中金総研等）

中小企業経営革新の検討体制

経
営
改
善
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会

経
営
革
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員
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（図表２）
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から構成される。必要に応じて、第三者の外部専門家（本中金総合研究所等）を加え、

新製品開発や新市場開拓に関するマーケティング面の各種調査や助言機能を委託する。 

すでに経営改善支援を実施した案件においては、その際のメンバーが「経営革新委員

会」に引き続き関わる方が良い。経営改善計画においても、経営革新計画を策定するに

も、どちらも当該企業の経営実態の把握が前提となるためである。また、同じメンバー

ならば、すでに信頼関係が構築されているので、実務的な作業にスムーズに入っていく

ことができよう。 

 

ロ．経営革新支援の手順 

経営革新支援の手順は、「①現状把握」→「②経営革新の方向性の検討」→「③経営

革新計画の策定」→「④経営革新の実施・フォローアップ」といったステップを踏む。

その中で経営革新委員会の果たす役割は、「経営革新計画の策定」までとなる（図表３）。

経営革新委員会による計画策定までの期間は、１～２か月以内が目安となる。 

 

①現状把握の作業と

は、すでに経営改善計画

を策定しているならば、

その振り返り（サマリ

ー）から始めればよい。

よって、当該企業の既存

事業のＳＷＯＴ分析（内

部環境の強み・弱み、外

部環境の機会・脅威の分

析）を最初から網羅的に

やる必要はない。 

新製品開発や新市場開拓といった「イノベーション（経営革新）」にとって重要なポ

イントは、「自社の強み」の抽出・再発見（宝物探し）にあり、競争優位性のある経営

資源（内部環境の強み）の分析に注力すればよい。 

 

②経営革新の方向性の検討段階では、新製品開発や新市場開拓に関する具体的テーマ

について、委員会メンバーがブレーンストーミングで列挙していく。ただ、一般的な傾

向として、当該企業の経営者からは、大胆でイノベーティブなテーマが挙がってこない。 

その理由としては、中小企業の経営者の場合、自社の「事業領域（ドメイン）」につ

いて、自社が現在提供する「物（製品・サービス内容）」だけによって限定的に定義し

てしまう傾向があるからだ。それでは、既存事業の枠から抜け出せず、イノベーション

（経営革新）のテーマを発見できない。こうした経営者には、自社の「事業領域（ドメ
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イン）」について、物が顧客に提供する「機能（顧客から見た市場ニーズ）」によって、

再定義してもらう作業が欠かせない。つまり、「製品志向の定義（物理的定義）」から、

「市場志向の定義（機能的定義）」へと経営者の思考パラダイムを転換してもらうので

ある。 

こうして列挙された経営革新のテーマについては、それぞれをＳＷＯＴ分析していく

必要がある。中でも、市場・競合の外部環境分析、マーケティング面での綿密な調査・

分析がポイントとなる。それは、経営革新の方向性として、「新市場開拓」を中心とし

たテーマを重点的に検討していくからである。 

経営革新の方向性としては、「既存事業の市場浸透」「新製品開発」「新市場開拓」

「新規事業進出」、と大きく４つに分けられる（図表４）。このうち、「既存事業の市

場浸透」は、従来の経営改善支援の範疇となろう。経営革新支援では、「市場・顧客」

「技術・製品」のいずれか、も

しくは両方において、新規性の

ある事業の立ち上げをバック

アップする。 

ただ、経営資源に制約のある

中小企業、ランクアップしたば

かりで再生途上の中小企業を

対象とすることが多く、大きな

リスクの伴う経営革新を支援

しにくい。そうなると、大きな

設備投資を伴う可能性の高い

「新製品開発」のテーマよりは

むしろ、営業コストの負担増で

済む「新市場開拓」の方から検

討していくべきとなる。 

 

③経営革新計画の策定段階では、列挙した経営革新の個別テーマについて、実現可能

性の観点から検討する。そして、選択した経営革新テーマ（新規事業）の立ち上げにつ

いて、具体的な経営革新計画の策定に移る。経営革新計画の策定にあたっては、計数計

画のみならず、新市場開拓策など新規事業の実施内容・方法・時期・担当者・数値効果

などを盛り込んだ「実行計画（アクションプラン）」も示すことが重要である。 

このタイミングで経営革新委員会には、部門長・従業員の積極的な参画を促し、現場

サイドから「新規業務の進め方・やり方」に関する議論を持つことが必要だろう。なお、

こうした議論を進める場合は、先進事例企業のヒアリング調査結果等を取り上げて、ベ

ンチマーキング的な作業を行うことも良い方法だろう。 

＜市場浸透＞

ローリスク
ローリターン

＊）新規の投資なし

＜新製品開発＞

ミドルリスク
ミドルリターン

＊）設備投資の必要あり
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ミドルリスク
ミドルリターン

＊）営業コストの負担増

＜新規事業進出＞

ハイリスク
ハイリターン

＊）営業コスト＋設備投資市
場
・顧
客

技術・製品 新規既存

既
存

新
規

経営革新の方向性（図表４）
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既
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④経営革新の実施・フォローアップにおいては、販路の開拓や営業要員の確保など、

より実務レベルの支援が中心となる。近年、信用金庫が主催する「ビジネスマッチング・

フェア」が散見されるようになったが、同フェアは経営革新支援のフォローアップとし

て活用できる。 

また、試作品開発や市場化・商品化の支援としては、「公的助成金の申請手続き」の

支援が有効である。これまでにも先進的な信用金庫では、「中小企業経営革新支援法」

等の認定支援を実施してきているが、これも経営革新支援のフォローアップの一つと位

置づけられる。 

 

（３）新連携支援制度の活用 

中小企業のイノベーション支援に関する法律といえば、「中小企業経営革新支援法」

「中小企業創造活動促進法」「新事業創出促進法」の３法が用意されていた。この３法

が整理統合され、「新連携支援制度」を新たに加えて、2005 年４月、「中小企業新事業

活動促進法」が施行された。 

「新連携」とは、中小企業が異分野の中小企業、大学・研究機関、ＮＰＯ等とそれぞ

れの「強み（特徴的な経営資源）」を持ち寄って有機的に連携し、新製品開発や新市場

開拓等の新事業分野を開拓する活動のことを指す（図表５）。 

中小企業は、国から新連携支援

制度にもとづく「新連携計画」の

認定が得られれば、各種の助成措

置を受けられる。現在のところ、

「新連携計画」の認定状況は、全

国で 223 件（2006 年７月 28 日現

在）に達している。 

 新連携には、中核となるコア企

業の存在が重要であるが、認定計

画一覧を見れば、従業員５人以下

の小規模企業がコア企業となるケ

ースも見られる。また、連携メン

バーの組み合わせとしては、①互

いに補完的な技術を有する企業の

組み合わせ、②全体のマネジメン

トやマーケティングを行う企業と

個別の技術を提供する企業の組合せ、③川上と川下の企業の組合せ、など多様性に富む。 

信用金庫においては、取引先中小企業に対する「新連携計画」の策定支援や、連携メ

ンバーの組み合わせのコーディネートなど、経営革新支援の一環として実施したい。 

（備考）中小企業基盤整備機構のホームページより作成

「新連携」のイメージ（図表５）

（備考）中小企業基盤整備機構のホームページより作成

「新連携」のイメージ（図表５）
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２．ケーススタディ：土木建設業「Ⅹ建設」の経営革新支援 

（１）Ⅹ建設の概要－経営改善計画のサマリー 

イ．企業概要 

 今回、ケーススタディとして取り上げる土木建設業「Ⅹ建設㈱」の概要は、（図表６）

のとおりである。このⅩ建設は、当研究所が実

際に経営支援で関わった幾つかの案件をベー

スにしているが、あくまでケーススタディ用で

あり実在しない。 

 最初に、Ⅹ建設㈱の事業内容（下水道管の洗

浄・補修工事）について少し補足説明をしてお

く。下水道管は、道路の下に埋まっているが、

長年経過すると老朽化してヒビ割れてくる。こ

れを所有する自治体が、Ⅹ建設㈱などの業者に

補修工事（メンテナンス工事）を発注する。工

事内容は、通常、道路を掘り起こして、欠陥箇

所のあるヒューム管を取り替えるものである。いずれにしても、Ⅹ建設㈱の事業内容は、

「公共事業・土木建設」の工事に該当するといえる。 

 

ロ．“経営改善”支援の効果と限界 

 本案件では、信用金庫（本部の経営改善支援担当者と営業店長）、Ⅹ建設㈱（管野社

長と財務担当役員）、当研究所からなる「経営革新委員会」を組成した。実は、本案件

の２年前に、業況不振のⅩ建設㈱を再生するため、信用金庫では管野社長に対して「経

営改善計画」の策定支援を実施していた。そこで、経営革新委員会での最初の作業は、

経営改善計画の検証（モニタリング）から始めることとした。 

 その結果を要約すれば、「①営業所の統廃合や有休不動産の売却といったバランスシ

ート改善策、②役員報酬カットや給与体系改訂による人件費削減等のコスト削減策、③

“工事実行予算書”の作成徹底と部門間の情報共有化（赤字受注排除）による粗利管理

策、などが奏功して、債務者区分がランクアップした」、という経営改善の典型的な成

功モデルであった。 

  

 しかしながら、Ⅹ建設㈱の管野社長は、「現在の事業を続けても先が見えない」と嘆

く。それは、20％前後という「工事平均粗利益率」の絶対的な低さにあった。粗利益率

の低さは、「土木建設分野の公共工事」における構造的問題であった。 

 低粗利率の構造的要因を分析した結果、①国の公共工事予算の削減やＮ市の財政難に

伴う下水道関連予算の縮小、②下水道管補修の工事平均単価が 300 万円と絶対的に小さ

いうえに下落傾向にある、といった自ら統制不可能な条件によって、売上高の増加に限

設 立： 1965年

経営者： 管野太郎 45才（２代目）

所在地： Ｎ県Ｎ市（県庁所在地）

売上高： ３億円（直近決算期）

従業員数： 20名

事業内容： 下水道管の洗浄、補修工事

受注先： Ｎ市ほか自治体

設 立： 1965年

経営者： 管野太郎 45才（２代目）

所在地： Ｎ県Ｎ市（県庁所在地）

売上高： ３億円（直近決算期）

従業員数： 20名

事業内容： 下水道管の洗浄、補修工事

受注先： Ｎ市ほか自治体

「Ⅹ建設㈱」の企業概要（図表６）

（備考）当社はケーススタディ用であり、実在しない。

設 立： 1965年

経営者： 管野太郎 45才（２代目）

所在地： Ｎ県Ｎ市（県庁所在地）

売上高： ３億円（直近決算期）

従業員数： 20名

事業内容： 下水道管の洗浄、補修工事

受注先： Ｎ市ほか自治体

設 立： 1965年

経営者： 管野太郎 45才（２代目）

所在地： Ｎ県Ｎ市（県庁所在地）

売上高： ３億円（直近決算期）

従業員数： 20名

事業内容： 下水道管の洗浄、補修工事

受注先： Ｎ市ほか自治体

「Ⅹ建設㈱」の企業概要（図表６）

（備考）当社はケーススタディ用であり、実在しない。
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界がある点を見出した。実際、ピーク時に６億円あったⅩ建設㈱の売上高は、ここ数年

の懸命な営業努力にも関わらず、３億円前後で低迷している。 

 加えて、③自治体からの工事発注は下半期に集中するため、外注費の抑制が困難であ

る、④道路工事には警察許可等の制約（工事時間や作業人数の指定）があり、工期も数

か月間と長くなるため、生産性向上や工事労務費の抑制が難しい、といったコスト削減

の限界性も明らかとなった。 

  

 以上の点から、Ⅹ建設㈱の既存事業は、高コスト構造であり、売上アップも望めない

中で、慢性的な低粗利率に甘んじている、といった構造的な課題が浮かび上がってきた。

こうした課題はⅩ建設㈱に限ったものではなく、「建設業界」に身を置く中小企業、と

りわけ公共事業主体の場合、ほぼ共通した悩みであろう。その意味では、Ⅹ建設㈱をケ

ーススタディとした本稿の汎用性が期待できる。 

 図らずも、現在の既存事業を対象に再生プランを描く“経営改善”支援の限界性も露

呈された。“経営革新”支援では、“経営改善”支援の限界を克服し、将来的に持続可

能な中小企業の成長モデル構築を目指す。そこで、経営革新委員会では、Ⅹ建設㈱の持

続的発展を目指し、高い粗利益率を獲得できる新規事業を立ち上げるプラン作りに取り

組んだ。 

 世代交代から間もない２代目後継者、Ⅹ建設㈱管野社長の挑戦が始まった。 

 

ハ．強み（宝物探し）の再発見 

 成長市場のマーケットリサーチの前に、まずは足元のⅩ建設㈱の経営資源の分析から

スタートした。Ⅹ建設㈱の強みについて、経営者と部門長を中心に「棚卸し」したとこ

ろ、保有する「コア技術」がハイライトされた。 

 Ⅹ建設㈱では、通常の下水道管補修工事のように、道路を掘り起こしてヒューム管を

取り替える従来工法を採用していなかった。Ⅹ建設㈱では、①下水道管を洗浄して綺麗

にする、②下水道管の欠陥箇所（ヒビ割れ等）を内視鏡のような小型カメラで調査・発

見する、③欠陥の見つかったヒューム管だけを補修対象とし、マンホールから特殊な樹

脂を流し込み、④ヒューム管の内側をライニング（コーティング）して欠陥箇所を補修

する、といった新工法を採用していた。 

 この新工法を支えるのは、①洗浄－調査－補修の一貫工事体制の構築（保有設備と熟

練作業員の存在）、②樹脂メーカーと共同開発した特殊樹脂、③小型カメラでスピーデ

ィに欠陥箇所を発見する技能、といったⅩ建設㈱の「強み」であった。 

 

（２）事業領域（ドメイン）の再定義と経営革新テーマの列挙 

イ．事業領域（ドメイン）の再定義 

こうしたⅩ建設㈱の「強み」を念頭に置きながら、経営革新委員会では、新規事業を
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模索する「経営革新の方向性」の検討に入った。しかしながら、Ⅹ建設㈱管野社長から

は、成長市場で高粗利益率を獲得できそうな新規事業分野が一向に挙がってこなかった。 

管野社長は、自社の「事業領域（ドメイン）」について、「下水管の清掃・補修工事

業」と限定的に定義していた。そして、既存の主要顧客（Ｎ市など自治体）からのニー

ズだけに耳を傾ける傾向にあった。結局、管野社長がひねり出した新規事業案は、「下

水管の耐震化工事」であった。確かに、耐震化工事は、Ｎ市のような財政難の自治体に

おいても、住民の同意が得やすく、比較的に予算を確保しやすい分野であった。 

しかしながら、現在の下水管補修工事と同様、耐震化工事は「土木建設分野の公共工

事」であることにかわりはなく、低い粗利益率からの脱却にはつながらない。管野社長

の発想法は、“経営革新（イノベーション）”のものではなく、“経営改善”の議論の

延長に過ぎなかった。 

 

管野社長には、自社の事業

領域について、「製品志向の

ドメイン（物理的定義）」か

ら、「市場志向のドメイン（機

能的定義）」へ発想の転換を

してもらった。その結果、下

水管という「物」に固執せず、

「流れを良くする工事」とい

った事業に広がりの持てるド

メインを再定義できた（図表

７）。 

すると、経営革新委員会メンバーからは、「水の流れ」「空気の流れ」「光の流れ」

「電気の流れ」「ガスの流れ」等を良くする管の補修工事といった、複数の新規事業分

野（経営革新テーマ）が相次いで提示された。 

 

ロ．経営革新の方向性の整理 

次に、列挙された経営革新のテーマについて、（図表８）のような整理をした。この

中から、「新市場開拓」に位置づけられた「民間の管のリニューアル工事」について、

優先的に検討していくことを決めた。その理由は、Ⅹ建設㈱の「強み」を活かせる分野

であり、多大な投資リスクを負わないで済むこと。そして、何よりも、民間のリニュー

アル分野には、今後の市場の成長性が予見できたためである。「民間の管のリニューア

ル工事」の具体的内容としては、「工場・病院の下水管」「電力会社・ガス会社の地中

管」「マンションの給排水管」「オフィスビル・商業ビルの給排水管」などの補修工事

が挙げられた。 

事業領域（ドメイン）の再考

下水管の清掃・補修工事

製品志向のドメイン
（物理的定義）

流れを良くする工事

市場志向のドメイン
（機能的定義）

水の流れを良くする（民間建物の給排
水管の工事）。

空気の流れを良くする（民間建物の空
調ダクトの工事）。

光の流れを良くする（ＮＴＴ等の光ファイ
バーケーブル管の工事）。

電気・ガスの流れを良くする（電気管・ガ
ス管の公共的工事）。

事業内容に広がり

下水道管工事業（公共事業）

（図表７） 事業領域（ドメイン）の再考

下水管の清掃・補修工事

製品志向のドメイン
（物理的定義）

流れを良くする工事

市場志向のドメイン
（機能的定義）

水の流れを良くする（民間建物の給排
水管の工事）。

空気の流れを良くする（民間建物の空
調ダクトの工事）。

光の流れを良くする（ＮＴＴ等の光ファイ
バーケーブル管の工事）。

電気・ガスの流れを良くする（電気管・ガ
ス管の公共的工事）。

事業内容に広がり

下水道管工事業（公共事業）

（図表７）
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なお、建設業の新規事業1として定番化しつつある「農業分野」「環境分野」への進出

については、はじめから劣後の検討対象と考えた。それらは、Ⅹ建設㈱の経営資源とあ

まりにも乖離しており、ハイリスク・ハイリターンな分野となる上、既存事業とのシナ

ジー（相乗効果）も全く望めないからだ。 

 

（３）民間工事のマーケット

リサーチ 

イ．市場調査（マーケットリ

サーチ） 

 続いて、経営革新委員会メ

ンバー（主に当研究所）は、

「民間の管のリニューアル工

事」の中でも、特に有望と思

われる市場の調査（マーケッ

トリサーチ）を行なった。 

 まずは、「工場の下水管」

分野であるが、中でも、下水

管の傷み度合いが大きいと思

われる「食品工場」のマーケ

ットリサーチから始めた。調査対象は、Ⅹ建設㈱の営業エリア（主にＮ市内）に立地す

る食品工場 50 社である（「全国食品工場総覧」から抜粋）。調査方法は、食品工場の

総務（営繕）担当者に向けた、「電話でのアンケート調査」である。 

 調査の結果、食品工場向けの下水管リニューアル工事の需要は、確実に存在する点を

再確認できた。しかしながら、食品工場 50 社というターゲット数の少なさと、受注工

事額が１件 200 万円程度という点から、市場規模の絶対額（約１億円）が決して大きく

はないと思われた。また、多くの食品工場では、生産設備に該当しない下水管に対して

のメンテナンス意識に欠け、それは食品以外の他業種の工場においても似たものと思わ

れた。そのため、「工場の下水管」工事は、相当な営業努力が必要となり、仮に成約を

したとしても大きなリターンにまで結びつかないものと判断した。 

 

 次に、「電力会社・ガス会社の地中管」分野であるが、このマーケットリサーチは、

発注元の電力会社およびガス会社に対して、当研究所が直接ヒアリング調査を実施した。 

 その結果、両社とも地中管の補修工事にかかる予算は毎年変化がなく、成長市場とは

                         
1 建設業の新規事業事例としては、（財）建設業振興基金・(社)中小企業診断協会『中小建設業者向け

新分野進出チェックリスト』（2003 年）、米田雅子『建設業の新分野進出』東洋経済新報社 (2003 年）、

（財）建設業振興基金『建設業の新分野進出事例集』(2003 年）、など多数の文献がある。 

＜市場浸透＞

下水管の公共事業

マンホールの洗浄
下水管の耐震化工事 など

＜新製品開発＞

下水管の光ファイバー事業 など

＜新市場開拓＞

民間の管のリニューアル工事

工場の下水管
電力会社等の地中管
マンションの給排水管
オフィス・商業ビルの給排水管
病院・大学の給排水管 など

＜新規事業進出＞

農業分野への進出

環境分野への進出

土地・地質の調査コンサル業

民間建築工事全般 など

市
場
・
顧
客

技術・製品 新規既存

既
存

新
規

Ⅹ建設㈱における経営革新テーマの整理（図表８）

＜市場浸透＞

下水管の公共事業

マンホールの洗浄
下水管の耐震化工事 など

＜新製品開発＞

下水管の光ファイバー事業 など

＜新市場開拓＞

民間の管のリニューアル工事

工場の下水管
電力会社等の地中管
マンションの給排水管
オフィス・商業ビルの給排水管
病院・大学の給排水管 など

＜新規事業進出＞

農業分野への進出

環境分野への進出

土地・地質の調査コンサル業

民間建築工事全般 など

市
場
・
顧
客

技術・製品 新規既存

既
存

新
規

Ⅹ建設㈱における経営革新テーマの整理（図表８）



©信金中央金庫 総合研究所 

 

産業企業情報 １８－７    ２００６．８．３０     

10

いえないことが明らかとなった。また、同業界には多段階な系列構造が形成されており、

その中でも２次下請けの中小工事業者の現況は厳しく、粗利益率の低い公共工事とあま
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小さくスパンも長いため、Ⅹ建設㈱の保有設備（高圧洗浄車・給水車・テレビカメラ等）

だけでは足りず、特殊研磨機等の設備機械（約１千万円）を新たに購入しなければ対応

できない、という問題も判明した。 

 以上から、「電力会社・ガス会社の地中管」工事は、新規業者の参入障壁が高いうえ

に、粗利益率の低い工事分野と判断し、新規事業分野の対象から外すこととした。 

 

ロ．マンション給排水管のリニューアル工事の需要予測 

最後に大本命の「マンションの給排水管」分野であるが、このマーケットリサーチは、

既存資料・統計データの分析から始めた。 

まず、マンションの給排水管の修繕（リニューアル）の周期であるが、概ね 20 年程

度であることが分かった（図表９）。 

 

次に、築 20 年超のマンションの数（戸数）について見ると、全国では 1,500 千戸で
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マンションの修繕項目とその周期

（備考）マンションリフォーム技術協会編『管理組合・実務家のための改修によるマンション再生マニュアル』ぎょうせい（2002年）より作成
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来からの工法であり、いわゆる「水道屋さん」の仕事である。一方、後者の「補修（更

生）工事」は、給排水管を取り外すことなく、樹脂で給排水管の内側をライニング（コ

ーティング）して欠陥箇所を補修する工事である。補修（更生）工事は、従来の取替え

工事と比べて、工期が短くリーズナブルであり、国土交通省も推奨する新工法である。

ここでは、Ⅹ建設㈱の「強み」を活かせる補修（更生）工事を選択し、その工事単価を

見ると、１戸当たり 18～24 万円であった。 

 

以上のデータから、直近年度における「マンション給排水管の補修工事」の市場規模

が算出できる。全国の市場規模は、3,000 億円（20 年超マンション戸数 1,500 千戸×給

排水管更生工事平均単価 20 万円）となり、Ｎ市の市場規模は、100 億円（50 千戸×20

万円：全国の１／30）となった。 

Ⅹ建設㈱にとって、この新規事業分野の市場は 100 億円と大きく、リニューアルの必

要なマンション戸数も年々増える成長市場にあると確認できた。 

築年数別マンション数の推移（全国）

（備考）国土交通省資料より作成
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構成比 26.9% 25.6% 24.5% 25.3% 25.1% 23.5% 22.4% 22.0% 21.3% 20.6% 19.8%
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構成比 21.9% 23.0% 23.8% 22.4% 21.0% 20.8% 20.1% 19.3% 20.0% 19.9% 18.9%
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ハ．競合分析 

通常、市場規模が大きく成長性も高い市場には、多くの競合者が参入するため、競争

環境が厳しい。今回のターゲット市場である「マンション給排水管のリニューアル工事

分野」においても、「マンション管理会社」「マンションを施行した総合工事会社（ゼ

ネコン）」「リニューアル分野の専門工事会社」など、業種・業態の垣根を超えて、数

多くの業者が参入・競合する激戦マーケットとなっていた（図表 12）。 

中でも、マンション管理

会社は、主な顧客（修繕工

事の発注者）となるマンシ

ョン管理組合からリニュー

アル工事に関するトータル

サービス（修繕積立金管理

を含む）の委託を受けてい

るケースが多く、最大のラ

イバルといえる。 

実際、いくつかのマンシ

ョン管理会社に対してヒア

リング調査を実施したとこ

ろ、既に数万～数十万戸のマンションの総合受託管理（日常的管理業務と修繕工事業務

の両方）を担っており、その一環として給排水管の補修工事も行なっていた。既に、顧

客（マンション管理組合）は、マンション管理会社に囲い込まれている感があった。 

しかしながら、先のマンション管理組合向けアンケート調査によれば、近年、「管理

会社離れ」が進んでおり、マンション管理組合（修繕委員会）が主体的に修繕工事計画

を策定し、工事業者からは相見積もりも取って、オープンかつ厳正に業者を選定する、

といった変化が見られた。 

一方で、多くのマンション管理会社は、給排水管工事を含む修繕工事業務の大半（現

場管理と作業工事全般）を専門工事会社に外注していた。そこで、いくつかの専門工事

会社に対してヒアリング調査を実施したところ、マンション管理組合からは元請け工事

として、マンション管理会社からは下請け工事として、両方の工事をターゲットとする

ケースが散見された。 

特質すべきは、これらの専門工事会社が実施した「マンション給排水管のリニューア

ル工事」の内容であるが、平均受注単価が２千万円程度（100 戸程度のマンションを対

象）、平均工期は１か月、平均工事粗利益率は 30～40％、というものであった。 

確かに、この分野は競争環境の厳しいマーケットであった。しかしながら、Ⅹ建設㈱

の経営資源を活かしながら、高い粗利益率を獲得できそうな数少ない新規事業といえ、

挑戦してみる価値のある市場に思えた。 

その他
2%

不明
22%

その他の
専門工事会社

19%

マンションを施工した
専門工事会社

4%

その他の管理会社
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11%

その他の総合工事会
社
12%

マンション管理会社
30%

（備考）高層住宅管理業協会・マンション管理センター『図で見るマンション管理』大成出版社より作成

大規模修繕工事の施工者
（マンション管理組合向けアンケート調査：Ｎ＝907）

（図表12）
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（４）経営革新計画の策定（マンション給排水管リニューアル工事への挑戦） 

イ．経営革新テーマの検討結果（ＳＷＯＴ分析結果） 

経営革新委員会では、以上の調査結果にもとづき、ＳＷＯＴ分析を実施した（図表 13）。

そして、マンション給排水管リニューアル工事という新規事業テーマについて、改めて

実現可能性の観点から検討していった。 

検討の結果、Ⅹ建設㈱として事業化のメリットが大きく、実現可能性も高いと判断し、
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こうした楽観的ムードの中、Ⅹ建設㈱の工事部長が、新規事業の実現可能性の観点か

ら、従業員（工事作業員）の再教育について問題提起した。というのは、マンション給

排水管リニューアル工事では、マンションの住民が工事現場に居合わせる格好となるた

め、作業員のマナーや態度が悪いとクレームがくることを危惧したからである。 

 また、営業部長からは、これまで公共工事が主体であったため、「新規顧客の開拓」

や「飛び込み営業」といった経験が少なく、当該分野における営業方法が全く分からな

い、といった不安の声も聞こえた。 

いずれにしても、マンション給排水管リニューアル工事という新規事業は、「民間工

事・建築業界」に位置づけられ、Ⅹ建設㈱の既存事業の「公共工事・土木建設業界」と

は、目に見えない精神的・文化的な隔たりがあり、それへの対応には全従業員の意識改

革も必要となる点が課題として挙がった。 

 

ロ．コンセプトは「民管リニューアル」、「公共・土木」から「民間・建築」分野へ 

Ⅹ建設㈱の管野社長としては、決定した新規事業の意義や目的について、全従業員に

分かりやすく説明する必要がある。そこで、経営革新のコンセプトを「民管リニューア

ル」と決め、メッセージ性を高めた（図表 14）。 

このコンセプトには、①ど

こまでも管は管で変わらない

（コア技術の追求）、②官か

ら民のリニューアルへ転換す

る（「水の流れを良くする」

というドメインの再定義によ

って事業内容に広がりを持た

せた）、という新規事業への

挑戦に対する思い（継続と変

化）が込められている。 

 

ハ．販売促進策の検討 

営業部長の指摘を待つまでもなく、Ⅹ建設㈱が新規事業を成功させるためには、販売

促進策がポイントとなる。経営革新委員会では、先進的な専門工事業者のヒアリング調

査を参考にしながら、販売促進策について議論を重ねた。 

その結果、最終的に狙う顧客層として、50 戸以上のマンションの管理組合をターゲッ

トとすることに決めた。50 戸以上の比較的大きなマンションの管理組合は、小規模のも

のと比べて、修繕工事に対する意識が高く、工事業者の選定も管理会社任せとせずに、

主体的に選定する姿勢が見られるからである。また、50 戸以上の案件となれば、10 百

万円以上の工事となり、Ⅹ建設㈱の既存事業からみれば、大口案件となるからである。 

経営革新のコンセプトは「民管リニューアル」
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ただし、当面の顧客ターゲットとしては、専門工事業者およびマンション管理会社を

置き、ここからの下請け工事に対応する中で、徐々に現場管理力や販売促進ノウハウを

蓄積していく方針とした。 

 

以下、最終的に狙うマンション管理組合からの元請け工事について、現時点での販売

促進策を列挙しておく。 

営業の基本方針としては、給排水管の「診断調査」を入り口の導入商品と位置づけ、

そこで新規開拓した管理組合と信頼関係を築き、続いて本命の「清掃・補修（更生）工

事」の元請け工事を獲得する、といったものである。 

営業のチャネルとしては、営業要員による人的販売を基本とする。㈱東京カンテイな

ど不動産専門データバンクから、Ｎ市における築 20 年超のマンションの管理組合リス

トを入手し、営業要員がローラー営業をかける。現時点では、Ⅹ建設㈱にこうした営業

のできる人材はいないので、新たに「１級管工事施工管理技師」の資格を有する中核的

人材を採用する。 

その他のチャネルとしては、①集合住宅管理新聞など業界紙に広告を掲載、②設計事

務所経由で公募に入札、③管理組合団体（ＮＰＯ）に加盟、④建築リフォーム関連の展

示会に出展、などが挙げられた。 

 

ニ．新規事業計画の策定 

最後に、経営革新委員会では、以上の検討結果を踏まえて、マンション給排水管リニ

ューアル工事の新規事業計画を策定した（図表 15）。 

当計画のポイントは、次のとおり。 
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短期的（１年目）には、専門工事業者の完全な下請け仕事としてスタートし、「民間

工事・建築業界」という新境地に慣れていく。この間、Ⅹ建設㈱の従業員には、民間建

築工事に必要なノウハウ・マナー等を修得してもらう。当面、新規事業は、既存事業の

閑散期である上半期に集中的に受け、工事作業員を新規採用せず兼任とする。 

中期的（～３年目）には、マンション管理会社から現場管理・作業工事全般の仕事を

請けていく。そのために、新規事業を１部門として独立し、現場管理力と大量工事対応

力を高めていく。 

長期的には（～５年目）には、マンション管理組合から元請け工事を受注していく。

先述した販売促進策を実施するために、営業要員の増強を図る。計数的には、新規事業

の売上高３億円、粗利益 90 百万円（粗利益率 30％）を目指し、既存事業（直近決算期

の売上高３億円）との分離独立（子会社化）を視野に入れる。 

 

以上の新規事業計画の策定をもって、経営革新委員会としての役割は終わった。 

その後、Ⅹ建設㈱では、管野社長が全従業員に対して、経営革新委員会の活動報告（新

規事業計画）について説明会を実施した。また、引き続き、信用金庫（主に営業店）と

しては、Ⅹ建設㈱の新規事業（特に販路開拓策）に関するフォローアップを実施してい

くこととなった。 

 

３．新連携支援制度の認定企業の事例 

近年、前述のとおり、「新連携支援制度」が中小企業のイノベーション支援策として、

活発に活用されている。以下、同制度の認定が９件と相次ぐ浜松地域の認定企業の事例

を紹介していく。 

 

（１）㈱サイエンテックスをコア企業とする新連携 

 2006 年６月 13 日、㈱サイエン

テックスをコア企業とした事業計

画「光ファイバー用の光パルス検

査装置の事業展開」が新連携事業

の認定を受けた。 

 共同で取り組むテーマは、光フ

ァイバーの故障個所や品質をセン

チメートル単位で高精度に測定す

る検査装置の製品化である。 

 連携体の構成は、（図表 16）の

とおり。その役割分担は、㈱サイ

エンテックスがコア企業となり、

光ファイバー用の光パルス検査装置の事業展開

コア企業：㈱サイエンテックス（静岡県浜松市）

☆光計測技術・高位置分解技術（特許保有）
☆システム化・製品化・プロジェクト統括

コア企業：㈱サイエンテックス（静岡県浜松市）

☆光計測技術・高位置分解技術（特許保有）
☆システム化・製品化・プロジェクト統括

開発、事業統括開発、事業統括

連携企業：㈱テクソル（浜松市）

☆理化学機器輸出入業務
☆総合マーケティング

連携企業：㈱テクソル（浜松市）

☆理化学機器輸出入業務
☆総合マーケティング
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システム化・製品化・プロジェクト統括を担う。珠電子（有）はレーザー制御回路設計

を手掛け、光学機器輸出入販売業の㈱テクソルは販路開拓を担当する。 

 当装置のターゲット市場は、全国の光通信ケーブル工事業者である。そのため、販売

台数1,000～2,000台、１台あたり50万円として、５～10億円の売上げを見込んでいる。 

 ㈱サイエンテックスの連携体は、１か月という異例なスピードで認定までこぎつけて

いる。その理由は、①既に試作品の開発に成功していたこと、②既存事業を通じて連携

体メンバーの信頼関係が形成されていたこと（㈱サイエンテックスの井上社長、珠電子

（有）の竹島社長、㈱テクソルの鈴木社長の３名は、いずれも浜松ホトニクス㈱をスピ

ンオフして光電子企業を新規開業した企業家であり、スピンオフ企業家ネットワークが

形成されていた）、③新連携事業の真の狙い（試作品の市場化支援）に合致するように、

販売業者を連携体メンバーに加えたこと、④既にマーケティングリサーチが完了してい

たこと、⑤浜松信用金庫（営業統括部法人営業センター）による事業計画策定支援があ

ったこと、などが挙げられる2。 

 

（２）㈱スペースクリエイションをコア企業とする新連携 

2005 年６月 13 日、㈱スペースク

リエイションをコア企業とした事

業計画「光高速リモート制御技術の

応用開発」が関東経済産業局の第１

号認定を受けた。 

事業計画の概要は、独立行政法人

産業技術総合研究所（産総研）が開

発した光伝送路を光のインプット

により駆動させる光技術をもとに、

参加各企業の特化技術を持ち寄り、

無給電の高速リモートシステムを

開発・製造・販売するものである。

開発する「超安定光スイッチング装

置」は、光学機構のみで電気を使わずに簡素な配線でデータ伝送を行なうため、従来の

電気制御システムと比べて信頼性が高く、電磁ノイズに強い点に特徴がある。 

連携体の構成は、（図表 17）のとおり。その役割分担は、㈱スペースクリエイション

がコア企業となり、統括管理と制御システムの開発を担う。チノンテック㈱は光学系変

換機の開発、（有）トリマティスは光スイッチ試作や光電変換回路基盤開発を担当する。 

ターゲット市場としては、防災危機管理制御、工場等での故障予知診断、医療機器制

                         
2 ㈱サイエンテックスの井上社長に対するヒアリング（2006 年７月 26 日）、珠電子（有）の竹島社長に

対するヒアリング（2006 年７月 28 日）による。 
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（図表17） ㈱スペースクリエイションをコアとする連携体の構成
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御などが挙げられる。今後２年間で開発を終え、2007 年に市場投入し、2008 年には年

間 12 億円の売上げを計画している。 

 ㈱スペースクリエイションの連携体の特徴は、①浜松・諏訪・市川といった広域連携

であること（技術シーズからの新規性の高い製品開発）、②産学連携によるＲ＆Ｄチー

ムであること（Ｒは産総研、Ｄは㈱スペースクリエイションなど民間企業が担う）、③

中小企業がイニシアチブをとって大手企業とパートナー関係を形成したこと、などが挙

げられる3。 

 また、「新連携支援制度」の認定を受けたメリットとしては、各種の助成措置という

ハード面のみならず、製品市場化段階において重要なパブリシティ効果というソフト面

のメリットが大きかったようである。 

 

 最後に、以上の認定企業の事例を踏まえて、信用金庫における「新連携支援制度」の

活用ポイントについて付言しておく。信用金庫は、①地域における企業家ネットワーク

情報を収集して連携体の組成段階から手伝う、②連携体メンバーの財務情報を基礎に連

携体の信用力を担保する、③連携体メンバーの経営資源（保有技術など強み）を分析し

て連携体の役割分担に関する助言を行なう、④各経済産業局の新連携支援地域戦略会議

（独立行政法人中小企業基盤整備機構各支部）とのパイプを持ちながら連携体の事業計

画策定を支援する、といった点がポイントになるだろう。 

 いずれにしても、信用金庫は持ち前のコーディネート力を発揮すれば、「新連携支援

制度」を活用した中小企業経営革新支援に取り組むことができる。こうした活動を通じ

て、信用金庫はリレーションシップバンキングとしての機能を高められ、ひいては、メ

ガバンク等に対する競争力の強化となり、前向きな資金需要の創出へとつながっていく

に違いない。 

 

                                   以 上 

（長山 宗広） 
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